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中国産ジャーキーに起因すると思われる犬猫への 
健康被害について（注意喚起） 

 
このことについて、平成 26 年 7 月 2 日付け事務連絡をもって、環境省

自然環境局総務課動物愛護管理室から別添のとおり通知がありました。貴

会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 
標記については、平成 25 年 11 月 7 日付け事務連絡及び平成 26 年 5 月

26 日付け事務連絡により、注意喚起と情報提供を依頼したところですが、

今般、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から、再度、ペットフ

ード関係団体あてに通知がされたことについて、環境省自然環境局総務課

動物愛護管理室から、本会に通知がありました。 
なお、日本国内でも、米国同様の被害が発生している可能性があります

ので、当該症状を呈した犬猫に対して、飼養者が与えた餌等を確認すると

ともに、健康被害を確認した場合は、別添参考資料（平成 24 年 4 月 2 日

付け事務連絡「ペットフードに起因すると考えられる健康被害情報につい

て」）に基づき、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室あてに情報提供

されたく、よろしくお願いいたします。 

 

本件のお問合わせ先 
公益社団法人 

日本獣医師会事業担当：笹川 
  TEL 03－3475－1601 
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